
四日市市教委告示第１９号  

 四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱の一部を改正する

要綱を次のように定める。  

平成３０年８月６日  

                四日市市教育長  葛  西  文  雄  

   

四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱の一部を改正

する要綱  

 四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱（平成１５年教委

告示第２号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（別表２）  （別表２）  

 「選択可能地区」該当町名   「選択可能地区」該当町名  

 
本来校  該当町・区  

入学許

可校  

 

 

 
本来校  該当町・区  

入学許

可校  

 

小学校    小学校    

 （略）    （略）   

 内部小  波木が丘町

・波木町の

一部（ミル

クロードよ

り北）  

笹川小    内部小  波木が丘町

・波木町の

一部（ミル

クロードよ

り北）  

笹川西

小  

 

   

 （略）   

 

 

 （略）   

中学校    中学校    

（略）  （略）  

  

  

  附  則  

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

（教育委員会教育総務課）                       


